
高齢者インフルエンザ定期予防接種について（接種費用は一部自己負担・接種期間で１回のみ） 
 インフルエンザに対する抵抗力がつくまでには接種後２週間程度かかります。流行する前に受けておきま

しょう。今年度は１月末まで接種期間を延長します。普段の体調管理の相談や予防接種歴を把握してもらう

ためにも、かかりつけ医など予防接種を受ける医療機関（予防接種かかりつけ医）を持ちましょう。 

 新型コロナワクチンとの同時接種が可能です。インフルエンザと新型コロナワクチンの組み合わせに限り

接種間隔の制限はありません。接種スケジュールは医療機関へご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市内指定医療機関 所在地 電話番号 

あみもと内科 筒井町 ５６－３２３１ 

上田医院 北和診療所 九条町 ５２－３５０１ 

おおさかクリニック 小泉町東 ５９－４４１１ 

奥井医院 筒井町 ５７－６６２５ 

奥村医院 美濃庄町 ５４－００５８ 

おざきクリニック 九条町 ５５－５５１０ 

小野クリニック 九条平野町 ６１－５８０１ 

かきざきクリニック 本庄町 ５９－６１０１ 

角谷整形外科 南郡山町 ５５－５２１０ 

かくたに内科消化器内科 南郡山町 ８５－５４７７ 

片桐民主診療所 新町 ５３－７５５０ 

川本耳鼻咽喉科 高田町 ５４－０３３３ 

くま内科 朝日町 ５４－７８８０ 

小泉診療所 小泉町 ５２－３０３５ 

郡山いむらクリニック 田中町 ５５－００２７ 

郡山青藍病院 本庄町 ５６－８０００ 

砂川医院 堺町 ５２－５３９４ 

関谷医院 南郡山町 ５４－０３０１ 

高樹医院 南郡山町 ５３－０６０８ 

田北病院 城南町 ５４－０１１２ 

辻村医院 柳町 ５２－２７１８ 

豊原クリニック 九条町 ５１－１０４８ 

なか小児科 外川町 ５１－１１５１ 

中島医院 柳五丁目 ５４－９７１７ 

奈良厚生会病院 椎木町 ５６－５６７８ 

にしざき内科クリニック 藤原町 ８５－５２５１ 

はちすか内科 柳町 ５４－５５２７ 

林整形外科医院 南郡山町 ５３－２４７６ 

原医院 横田町 ５６－３０９４ 

ひらた泌尿器科クリニック 柳町 ５３－１０００ 

藤村病院 北郡山町 ５３－２００１ 

牧浦内科 額田部北町 ５７－６５９５ 

松岡内科医院 泉原町 ５３－６０５６ 

まつたハ－トクリニック 本庄町 ５７－０２０２ 

松本内科クリニック 高田町 ５３－８１７４ 

三橋仁美ﾚﾃﾞｨｰｽクリニック 矢田町通 ５１－１１３５ 

美並医院 下三橋町 ５２－３１５０ 

壬生医院 小泉町 ８５－６６８０ 

八木医院 今国府町 ５７－１１２３ 

矢田山診療所 矢田山町 ５３－７７４１ 

大和郡山病院 朝日町 ５３－１１１１ 

やまと精神医療センター 小泉町 ５２－３０８１ 

山本耳鼻咽喉科医院 南郡山町 ５４－３９６７ 

善本内科クリニック 野垣内町 ５３－７８８８ 

接種対象者 

以下の①または②に該当し、自らの意思と責

任で接種を希望する大和郡山市に住民登録の

ある人 

①満 65 歳以上 

②満 60～65 歳未満で下記に該当する人 
・心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活 

活動が極度に制限される程度の障害のある人 

・ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活

がほとんど不可能な程度の障害のある人 

 [身体障害者手帳１級相当] 

接種期間 10 月 2 日（月） 

～令和 6 年 1 月 31 日（水） 

接種回数 接種期間内に 1 回 

接種費用 自己負担額 1,500 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
接種方法 市内指定医療機関（右記）での 

個別接種 
 
 
 
 
 
詳細・問合せ 保健センター「さんて郡山」 

（電話：５８－３３３３） 

※公費負担、市外接種の事前手続きは 

9 月 25 日（月）から受付します 

＜公費負担により接種費用が無料となる人

及び手続き方法＞ 

◆生活保護世帯、または  

市民税非課税世帯（世帯全員が非課税） 

→事前に保健センターで手続きが必要です。 

 
 
 
 
 
 
    
◆身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者

手帳を持っている人 

→市内指定医療機関で手帳を提示してくだ

さい。 
 やむをえず市外(県内)、県外で接種する場合

は、医療機関等へ「依頼書」の提出が必要です。

必ず接種前に保健センターで手続きをしてく

ださい。※ 

市外(県内)の場合は、自己負担金 1,500 円を持

参してください。また、県外での接種の場合は、

事前手続きと請求により一部費用の払い戻し

（上限あり）となります。 

 

＜手続き方法※＞接種後の手続きはできません。 

①接種前に保健センターへ公費負担を申請。 

②保健センターが課税状況等の確認をします。 

③確認できれば『公費負担証明書』を発行しま

す。（非該当時もお知らせします） 

④『公費負担証明書』を医療機関窓口へ提出

し、接種を受けます。 

予約の有無は医療機関にお問い合わせください。 

上記、市内指定医療機関に説明書と予診票をおいています。 

ホームページから生活保護世帯・市民税非課税世帯の人の公費負担（市外接種含む）の 

手続きができるようになりました。郵送での手続きを希望の人は、ホームページから申請 

書をダウンロード、または保健センターに電話をしてください。 

手続き完了までに２週間程かかるため、余裕をもって手続きをお願いします。 


